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はじめに 

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設

の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図るこ

とを目的として、平成１５年の地方自治法の一部改正により創設された。 
 本区では、１８年度から一部の公の施設に本制度を導入するとともに、指定管理者による管

理運営が適切に行われているかについて、１９年度から評価を実施し、その後も客観的かつ実

効性のある評価制度となるよう適宜、見直しを図ってきたところである。 
 
 ２５年度からは、これまでの評価体系を見直し、所管部組織である指定管理者評価検討会（以

下「評価検討会」という。）による毎年度の一次評価と、学識経験者、指定管理者制度の専門

的知識を有する者及び所管部以外の区の職員を委員とする指定管理者評価委員会（以下「評価

委員会」という。）による指定期間中１回の二次評価を行うこととした。 
 また、３０年度からは、適切な労働環境確保がなされているかの確認のため、指定初年度に

社会保険労務士等によるモニタリングを実施することとした。 
 令和６年度においては、令和５年に「文京区個人情報の保護に関する条例」が廃止され、「個

人情報の保護に関する法律」の規定に基づくこととなったため、文言の修正を行った。また、

評価報告書のうち、収支状況の支出欄の細分化を行った。 
 
【評価の体系】 
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第１章 一次評価 

 
１ 評価の目的 

  施設の所管部として指定管理者による管理運営が適切に行われているかを確認し、区民サ

ービスの維持・向上を図る。 
 
２ 評価の頻度 

  毎年度、前年度の管理運営実績に対して実施する。 
  ＊ 実施時期については、P.15「１ 評価スケジュール」を参照すること。 
  ＊ 指定管理者制度導入（更新）初年度は実施しない。 
 
３ 評価の対象とする資料 

  指定管理者の管理運営実績を公正に評価できる資料を基に評価を行うこと。 
  評価の対象とする資料の一例は、以下のとおりである。評価は、多角的な視点から行うこ

とでより精度の高いものとなることから、資料は、施設の性質等に応じて評価検討会で適切

に判断するものとする。 

 【資料一覧】 

  ① 協定書 

  ② 業務要求水準書 

  ③ 事業計画書 

  ④ 企画提案書 

  ⑤ 事業報告書 

  ⑥ 利用者懇談会（利用者アンケート）実施報告書 

  ⑦ 広報物 

  ⑧ 金銭出納簿 

  ⑨ 備品台帳 

  ⑩ 所管課によるモニタリング結果（日常的な点検結果） 

  ⑪ 苦情とその対応の記録 

  ⑫ 個人情報保護規定、情報公開規定及びその対応記録 

  ⑬ 危機管理マニュアル及びその対応記録 

  ⑭ 前回の評価結果及び改善報告 

 
４ 評価の単位 

  原則として、指定管理者を単位として評価する。ただし、一つの指定管理者の所管課が複

数にまたがる場合は、所管課ごとに指定管理者を単位として評価する。 
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５ 評価の体制 

  所管部に評価検討会を設置し、実施する。評価検討会の委員には、評価の透明性を確保す

るため、所管部の職員だけではなく、公募等により施設利用者等の第三者を、目安として１

～２人程度入れることが望ましい。 
 〈参考１〉「≪標準例≫○○○○センター指定管理者評価検討会設置要領」  

        P.17 
 
６ 評価の方法 

⑴ 分野評価と総合評価 

   指定管理者の管理運営実績について、「分野」と「総合」の二つの視点で評価する。 
   分野評価は、評価項目ごとに４段階評価に基づく採点を行い、その合計得点に応じた５

段階評価とする。 
   総合評価は、各評価分野の得点を合計し、その合計得点に応じた５段階評価とする。 
  〈参考２〉「評価例」         P.18 

⑵ 分野評価 

  ア 分野の種類 

    指定管理者の評価は、指定管理者制度の目的である「住民サービスの向上」と「経費

の節減」への取組実績に、「公の施設としての適正な管理運営」への取組実績、PDCA
サイクルに不可欠な「業務改善」への取組実績を加えた、以下の四つを評価分野とする。 

   【評価分野１】 サービス向上の有効性 

   【評価分野２】 経費の効率性 

   【評価分野３】 管理運営の適正性 

   【評価分野４】 業務の改善性 

  イ 評価の項目 

    次表のとおりとし、原則として、全指定管理者共通とする。 

評価 

分野 
評価項目 

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
有
効
性 

① 協定書、業務要求水準書等で区が求めた事業が適切に実施されたか。 

② 区が求めた事業以外に、住民サービスの向上を図るための自主事業が積極的に

計画され、事業計画書や企画提案書に沿って適切に実施しているか。 
③ 利用者懇談会や利用者アンケートにより、利用者の意見を収集し、適当な意見

については、それを反映させた取組が行われたか。 
④ 区民や利用者への広報方法を工夫し、効果的な広報活動が行われたか。 
⑤ 利用者アンケート等の結果で、利用者から高い評価を得られているか。 
⑥ 利用者からの苦情に対する対応と報告が適切に行われたか。 
⑦ 利用者数、稼働率等の実績が、当該指定期間開始前年度と比べて同程度か。 



3 3 

評価 

分野 
評価項目 

効
率
性

経
費
の 

⑧ 経費節減への具体的な取組を行い、その効果があったか。 
⑨ 指定管理料の範囲内で効果的・効率的な予算執行が行われたか。 
⑩ 収入を増加するための具体的な取組を行い、その効果があったか。 

管
理
運
営
の
適
正
性 

⑪ 金銭の管理が適正に行われたか。 
⑫ サービスを低下させない適切な人員配置が行われたか。 
⑬ 職員の知識・技術向上を図るための研修等が適切に行われたか。 
⑭ 利用者が安全・快適に施設を利用できるよう適切に施設の保守、修繕、清掃等

が行われたか。 
⑮ 備品台帳により、備品の管理が適切に行われたか。 
⑯ 個人情報の保護に関する法律の規定を遵守し、利用者の個人情報の適正な管理

のために必要な措置が講じられ、漏えい、滅失及び毀損等の事故が起きていない

か。 
⑰ 文京区情報公開条例の趣旨にのっとり、情報の公開を行うための必要な措置が

講じられ、請求又は区から情報提供の求めがあった場合は、適切で速やかな対応

が行われたか。 
⑱ 事故、災害等の緊急事態が発生した場合の危機管理体制が適切であり、緊急事

態が発生した場合は、その対応が適切であったか。 
⑲ 省エネやごみの削減など環境に配慮した取組が積極的に行われたか。 

改
善
性 

業
務
の 

⑳ 前回の評価（一次評価及び二次評価）における「改善すべき事項」を受けて、

適切な改善が図られたか。 

 《評価項目を評価対象外とする場合》 

 評価項目② 自主事業を実施しない場合 

 評価項目⑦ 新設の施設の場合 

 評価項目⑩ 施設の特性に応じて、所管部の判断で評価対象外とすることができる 

 評価項目⑳ 前回の評価実績において、「改善すべき事項」がない場合 

 

 ウ 評価の方法 

   評価項目ごとに４段階評価を行い、その結果に応じた乗率を各評価項目の配点に乗じて

採点し、各評価分野の合計得点を５段階評価する。 
   また、評価項目ごとに、客観的な評価の理由を記載するとともに、４段階評価で２又

は１となった評価項目については、必ず「改善すべき事項」を記載すること。 
   ４段階評価の方法は、全委員の協議により行うものとする。 
   なお、事前に各委員が採点を行い、その結果を協議による評価の際の参考とすることを

否定するものではない。 
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  (ｱ) ４段階評価 

    評価に当たっては、項目ごとに、協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を基準

とし、その基準に対する評価を、下表のとおり４段階で行うこととする。 
評 価 評価内容及び基準 

４：優  良 協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を超える成果がある。 
３：適  当 協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を満たしている。 

２：課題あり 
協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を満たしているが、一部に課

題がある。 
１：要 改 善 協定書、業務要求水準書等の水準を満たしておらず、改善が必要である。 

  ａ ４段階評価に当たっての留意点 

  ● 指定管理者制度導入施設においても、区と指定管理者が役割を分担している業務があ

る。評価をする際には、指定管理者が行うこととなっている業務に対してのみ評価を行

うこと。 

  ● 評価は、評価項目ごとに協定書、業務要求水準書等で区が求めた要求水準を明確にし

た上で、評価の対象とする資料やヒアリング結果等から確認できる客観的事実に基づい

て行うこと。 

  ● 評価理由は、評価結果を裏付ける客観的かつ具体的な理由を記載すること。 

  ● 評価は、指定管理者から提出された実績報告書等の書類だけで行うのではなく、評価

検討会等による施設の実地調査、指定管理者へのヒアリング等を積極的に採り入れ、実

施すること。 

  ● 評価は、評価時点の管理運営状況ではなく、前年度の管理運営実績に対して行うこと。

そのため、前年度中でなければ確認できない項目については、必ず前年度中に確認して

おくこと。 

  ● 「サービス向上の有効性：③利用者懇談会や利用者アンケートにより、利用者の意見

を収集し、適当な意見については、それを反映させた取組が行われたか。」は、利用者

の意見を反映させた割合を評価するのではなく、施設の管理運営基準等に照らし利用者

の意見を適切に取捨選択した上で、可能な限り業務に反映させたかを評価すること。 

  ● 「サービス向上の有効性：⑤ 利用者アンケート等の結果で、利用者から高い評価を

得られているか。」は、あらかじめ具体的かつ客観的な評価基準を設定した上で評価す

る。施設の特性により利用者アンケートの内容が異なるため、全庁的な統一評価基準は

設定せず、所管部で評価基準を設けること。 

  ● 「経費の効率性：⑧ 経費節減への具体的な取組を行い、その効果があったか。」の「経

費節減」とは、単なる数字上の経費の低減を意味するものではない。経費を支出すべき

ものに必要な経費を支出していない経費の低減は、ここでいう経費節減には当たらない。

所管部は、経費節減の内容まで把握した上で、評価すること。 

  ● 「経費の効率性：⑨ 指定管理料の範囲内で効果的・効率的な予算執行が行われたか。」

の「効果的・効率的な予算執行」とは、要した経費に見合う以上のサービスの向上が図

られた場合等を意味する。 
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  ● 「管理運営の適正性：⑪金銭の管理が適正に行われたか。」は、施設での金銭の保管

状況だけではなく、指定管理料や利用料金（使用料）の出納状況が適正に記録されてい

るかどうかも確認し、評価すること。 

 

 ｂ 状況に応じた評価方法 

  ● 指定管理者の責めに帰すことのできない事由（災害の発生、感染症の流行、施設の大

規模工事等。以下「災害等」という。）で、やむを得ず通常の施設運営が行えなかった

場合、施設運営を行った範囲（貸館事業あれば開館していた期間、催し等であれば実施

した事業の範囲等）で評価すること。【範囲限定】 

また、災害等に対し適切な対応を行った点や、閉館の期間や人員を活用して実施した

取組などを評価に加味することができるものとする。【対応評価】 

≪例≫ 

評価 

分野 
評価項目 

状況に応じた評価方法 

【範囲限定】 

状況に応じた評価方法 

【対応評価】 

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
有
効
性 

① 協定書、業務要求水

準書等で区が求めた

事業が適切に実施さ

れたか。 

→実施できた事業に関し

て、適切に実施された

かを評価する。 

→事業の実施に当たって

災害等への対応（感染

症対策、工事期間中の

出前講座等）を行った

ので、その点を評価に

加味する。 

② 区が求めた事業以外

に、住民サービスの向

上を図るための自主事

業が積極的に計画さ

れ、事業計画書や企画

提案書に沿って適切に

実施しているか。 

③ 利用者懇談会や利用

者アンケートにより、

利用者の意見を収集

し、適当な意見につい

ては、それを反映させ

た取組が行われたか。 

→通常よりも収集した意

見の数が少なかった

が、収集できた範囲で

それを反映させた取組

が行われたかを評価す

る。 

→利用者懇談会の中止や、

休館等により施設窓口

に設置したアンケート

の回収が見込めないこ

とから、ウェブ上でアン

ケートを収集できるよ

うホームページを充実

させた等、意見の収集方

法を工夫した点などを

評価に加味する。 
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サ
ー
ビ
ス
向
上
の
有
効
性 

④ 区民や利用者への広

報方法を工夫し、効果

的な広報活動が行われ

たか。 

→事業の中止等に伴い広

報活動の機会が減少し

た場合でも、実施でき

た範囲で効果的な広報

活動が行われたかを評

価する。 

→休館等により施設内の

掲示板での広報ができ

ないため、ホームページ

や広報誌の内容を充実

させる等、広報方法を工

夫した点などを評価に

加味する。 

⑤ 利用者アンケート等

の結果で、利用者から

高い評価を得られてい

るか。 

→提供できたサービスや

運営できた期間におい

て、高い評価を得られ

ているかを評価する。 

→災害等により利用者か

らの評価が通常よりも

低くなった場合でも、改

善するための対応を行

った点などを評価に加

味する。 

⑥ 利用者からの苦情へ

の対応と報告が適切に

行われたか。 

→災害等以外の事由によ

り発生した苦情への対

応と報告が適切に行わ

れたかを評価する。 

→休館等で施設が利用で

きない等、通常よりも多

くの苦情が発生し、対応

に苦慮した場合でも、迅

速な報告や協議により、

対応方法の改善を図っ

た点などを評価に加味

する。 
⑦ 利用者数、稼働率等

の実績が、当該指定期

間開始前年度と比べて

同程度か。 

※１へ 

経
費
の
効
率
性 

⑧ 経費節減への具体的

な取組を行い、その効

果があったか。 

→災害等への対応以外に

係る経費について、節

減への具体的な取組

を行い、その効果があ

ったかを評価する。 

 

⑨ 指定管理料の範囲内

で効果的・効率的な予

算執行が行われたか。 

→実施できた事業の範囲

内で、効果的・効率的

な予算執行が行われた

かを評価する。 

→災害等の状況下におい

て、効果的・効率的な予

算執行が行われた点な

どを評価に加味する。 
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経
費
の
効
率
性 

⑩ 収入を増加するため

の具体的な取組を行

い、その効果があった

か。 

→実施できた事業や運営

できた期間において、

取組の効果があったか

を評価する。 

→災害等状況下において

も、できる限り収入を増

加（維持）するための取

組が行われた点などを

評価に加味する。 

管
理
運
営
の
適
正
性 

⑪ 金銭の管理が適正に

行われたか。 

※通常の施設運営の可否

にかかわらず、適正な

管理が必要なため、通

常どおり評価する。 

 

⑫ サービスを低下させ

ない適切な人員配置が行

われたか。 

→通常の施設運営を行っ

た範囲において、適切

に運営が行われたかを

評価する。 

→休館等による人員配置

の見直し等、災害等の状

況を踏まえた人員の有

効活用が行われた点な

どを評価に加味する。 

⑬ 職員の知識・技術向

上を図るための研修等

が適切に行われたか。 

→休館等により職員の施

設運営に係る業務時間

が減ったため、空いた時

間で研修に力を入れた

場合などを評価に加味

する。 

⑭ 利用者が安全・快適

に施設を利用できるよう

適切に施設の保守、修繕、

清掃等が行われたか。 

→通常の施設運営を行っ

た範囲において、適切

に運営が行われたかを

評価する。 

→災害等の状況を踏まえ、

利用者が安全・快適に施

設を利用できるよう、特

別な対策を行った点な

どを評価に加味する。 
⑮ 備品台帳により、備

品の管理が適切に行わ

れたか。 

 

⑯ 個人情報の保護に関

する法律の規定を遵守

し、利用者の個人情報

の適正な管理のために

必要な措置が講じら

れ、漏えい、滅失及び

毀損等の事故が起きて

いないか。 
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管
理
運
営
の
適
正
性 

⑰ 文京区情報公開条例

の趣旨にのっとり、情

報の公開を行うための

必要な措置が講じら

れ、請求又は区から情

報提供の求めがあった

場合は、適切で速やか

な対応が行われたか。 

※通常の施設運営の可否

にかかわらず、適正な

管理が必要なため、通

常どおり評価する。 

 

⑱ 事故、災害等の緊急

事態が発生した場合の

危機管理体制が適切で

あり、緊急事態が発生

した場合は、その対応

が適切であったか。 

→通常の施設運営を行っ

た範囲において、適切

に運営が行われたかを

評価する。 

※本項目は、元々、災害等

が発生した際の対応に

対する評価であるため、

適切な対応が行われた

かどうかを評価する。 

⑲ 省エネやごみの削減

など環境に配慮した取

組が積極的に行われた

か。 

→通常の施設運営を行っ

た範囲において、適切

に運営が行われたかを

評価する。 

 

業
務
の
改
善
性 

⑳ 前回の評価（一次評

価及び二次評価）にお

ける「改善すべき事項」

を受けて、適切な改善

が図られたか。 

→通常の施設運営を行っ

た範囲において、適切

に改善が行われたかを

評価する。 

→災害等により改善が困

難な状況でも、改善のた

めの取組を行った場合、

その点を評価に加味す

る。 
※１ 項目⑦については、所管部の判断で次のような評価方法を採用することができる。 

A 評価・比較対象期間を限定する。 

B 比較対象年度を変更する。 

≪例≫指定期間がH30年度～R4年度、評価対象年度がR2年度の施設の場合 

A 評価・比較対象期間を限定する 

  指定期間 

年度 
H29 

★比較対象年度 
H30 R1 

R2 

☆評価対象年度 
R3 R4 

時期 上半期 下半期   上半期 下半期   

状況 通常 通常 通常 非常 非常 通常   

 

 

 

 

 

対象期間を、１年度間でなく下半期のみ

に限定し、同じ条件の下で評価する。 
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B 比較対象年度を変更する 

  指定期間 

年度 

H29 

★比較対象年度

（変更前） 

H30 

R1 

★比較対象年度

（変更後） 

R2 

☆評価対象年度 
R3 R4 

状況 通常 通常 非常 非常   

 

 

 

 

 

 ｃ 評価項目の除外 

災害等により、やむを得ず通常の施設運営が行えなかったために、比較や評価自体が

困難であると認められる項目について、所管部の判断で評価項目から除外することがで

きるものとする。 

≪例≫ 

 評価項目②   評価対象年度中に自主事業の大部分を中止した場合 

 評価項目③・⑤ 評価対象年度中に利用者懇談会が開催できなかった場合や、休館等 

        により利用者アンケートの回収数が著しく少なかった場合 

 評価項目⑦   評価対象年度中の大部分において休館や施設の利用制限をしたこと 

       により、上記ｂ「状況に応じた評価方法」に基づいて「A 評価・   

比較対象期間の限定」や「B 比較対象年度の変更」をしてもなお、

評価が困難である場合 

 評価項目⑩   評価対象年度中の大部分において休館や施設の利用制限をしたこと 

により、収入を増加するための取組が全く行えない状況にあった 

場合 

 

  (ｲ) 乗率 

    ４段階評価の結果に応じた乗率は、下表のとおりとする。 

４段階評価 乗 率 

４：優  良 100％ 
３：適  当 75％ 
２：課題あり 50％ 
１：要 改 善 0％ 

  (ｳ) 配点・得点 

    各評価項目の配点は、原則、次表のとおりとし、１００点を満点とする。ただし、評

価項目を除外した場合は、除外した評価項目の配点を差し引いた点数を満点とする。

比較対象年度を変更し、同じ条件の下で

評価する。 



10 10 

 
評価 

分野 
評価項目 配点 

【
配
点
４
０
点
】 

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
有
効
性 

① 協定書、業務要求水準書等で区が求めた事業が適切に実施されたか。 
② 区が求めた事業以外に、住民サービスの向上を図るための自主事業が積極

的に計画され、事業計画書や企画提案書に沿って適切に実施しているか。 
③ 利用者懇談会や利用者アンケートにより、利用者の意見を収集し、適当な

意見については、それを反映させた取組が行われたか。 
④ 区民や利用者への広報方法を工夫し、効果的な広報活動が行われたか。 
⑤ 利用者アンケート等の結果で、利用者から高い評価を得られているか。 
⑥ 利用者からの苦情に対する対応と報告が適切に行われたか。 
⑦ 利用者数、稼働率等の実績が、当該指定期間開始前年度と比べて同程度か。 

４ 

８ 

 

４ 

 

４ 

８ 

４ 

８ 
【
配
点
１
２
点
】

経
費
の
効
率
性 

⑧ 経費節減への具体的な取組を行い、その効果があったか。 
⑨ 指定管理料の範囲内で効果的・効率的な予算執行が行われたか。 
⑩ 収入を増加するための具体的な取組を行い、その効果があったか。 

４ 

４ 

４ 

【
配
点
３
６
点
】 

管
理
運
営
の
適
正
性 

⑪ 金銭の管理が適正に行われたか。 
⑫ サービスを低下させない適切な人員配置が行われたか。 
⑬ 職員の知識・技術向上を図るための研修等が適切に行われたか。 
⑭ 利用者が安全・快適に施設を利用できるよう適切に施設の保守、修繕、清

掃等が行われたか。 
⑮ 備品台帳により、備品の管理が適切に行われたか。 
⑯ 個人情報の保護に関する法律の規定を遵守し、利用者の個人情報の適正な

管理のために必要な措置が講じられ、漏えい、滅失、毀損等の事故が起きて

いないか。 
⑰ 文京区情報公開条例の趣旨にのっとり、情報の公開を行うための必要な措

置が講じられ、請求又は区から情報提供の求めがあった場合は、適切で速や

かな対応が行われたか。 
⑱ 事故、災害等の緊急事態が発生した場合の危機管理体制が適切であり、緊

急事態が発生した場合は、その対応が適切であったか。 
⑲ 省エネやごみの削減など環境に配慮した取組が積極的に行われたか。 

４ 

４ 

４ 

４ 

 

４ 

４ 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

４ 
【
配
点
１
２
点
】 

業
務
の
改
善
性 

⑳ 前回の評価（一次評価及び二次評価）における「改善すべき事項」を受け

て、適切な改善が図られたか。 
１２ 
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  (ｴ) ５段階評価（分野評価の最終評価） 

    ５段階評価は、下表のとおりとする。 

評 価 評価内容及び基準 

Ａ 当該分野について、特に優れている。 
（分野の合計得点が、配点の９０％以上） 

Ｂ 当該分野について、優れている。 
（分野の合計得点が、配点の８０％以上９０％未満） 

Ｃ 当該分野について、おおむね適正である。 
（分野の合計得点が、配点の６０％以上８０％未満） 

Ｄ 当該分野について、改善が必要である。 
（分野の合計得点が、配点の４０％以上６０％未満） 

Ｅ 当該分野について、相当な改善が必要である。 
（分野の合計得点が、配点の４０％未満） 

⑶ 総合評価 

 ア 評価の方法 

   各評価分野の得点を合計し、その合計得点を５段階評価する。 
   また、評価全般についての所見を記載すること。 
   ※ 【改善すべき事項】については、２又は１の評価を付けた場合は、必ず記載する

こととする。 

 イ ５段階評価 

   ５段階評価は、下表のとおりとする。 
評 価 評価内容及び基準 

Ａ 総合評価の結果、特に優れている。 
（合計得点が、配点の９０％以上） 

Ｂ 総合評価の結果、優れている。 
（合計得点が、配点の８０％以上９０％未満） 

Ｃ 総合評価の結果、おおむね適正である。 
（合計得点が、配点の６０％以上８０％未満） 

Ｄ 総合評価の結果、改善が必要である。 
（合計得点が、配点の４０％以上６０％未満） 

Ｅ 総合評価の結果、相当な改善が必要である。 
（合計得点が、配点の４０％未満） 

 
７ 評価報告書 

  評価報告書の記載項目は、全庁的な標準化を図るため、原則として、共通とする。 
 〈参考３〉「指定管理者の管理運営に対する評価報告書」    P.22 
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８ 評価委員会への報告 

  二次評価を行う年度に当たっては、評価検討会は、評価報告書と評価の対象とした資料を

評価委員会へ報告するものとする。 
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第２章 労働条件モニタリング 

 
１ モニタリングの目的 

  適切な労働環境の確保に対する区の取組を補完し、今後の指定管理運営をより適正なもの

とするため、人事・労務関係法令遵守の観点から、労働条件モニタリングを行う。 
 
２ 対象施設 

  平成２８年度に指定管理者選定された施設から、順次実施する。 

 

３ 実施時期及び内容 

  募集・選定時に、応募事業者にセルフチェックシートを提出させ、適切な労働環境の確保

がなされているかの確認を行う。 

  指定初年度に社会保険労務士等による労働条件モニタリングを実施することで、指摘に対

する指定期間中の改善につなげる。 

  また、労働条件モニタリングの実施結果については、区ホームページに概要を掲載する。 

 〈参考４〉「指定管理者労働条件セルフチェックシート」     P.32 
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第３章 二次評価 

 
１ 評価の目的 

  学識経験者等の外部委員と所管部以外の職員によって、より客観的かつ専門的な視点で、

評価検討会の評価の適正性を確認する。 
  また、指定管理者制度の運用上の課題についても検討し、次期指定管理者の募集・選定を

含めた制度運用の改善を図る。 
 〈参考５〉「指定管理者評価委員会設置要綱」      P.35 
 
２ 評価の頻度 

  原則として、指定期間中１回実施する。また、評価対象は、指定期間に応じて下表のとお

りとする。 

指定期間 評価対象 

５年 指定管理者の３年目の管理運営実績 

４年 指定管理者の２年目の管理運営実績 

３年 指定管理者の１年目の管理運営実績 

 

３ 評価の方法 

  原則として、一次評価と同様の方法（P.2「６ 評価の方法」）で評価するが、詳細につい

ては、評価委員会が別に定める。 
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第４章 その他 

 
１ 評価スケジュール 
 ⑴ 評価委員会による評価を実施しない年度 

   ２～５月   所管部による一次評価の準備作業 
          ・ 評価基準の作成 
          ・ 評価に必要な資料の収集 
          ・ モニタリングによる実地確認 
          ・ 評価検討会開催準備等 
   ６～７月   評価検討会による一次評価の実施 
     ９月   所管部による９月定例議会報告又は資料提出 

 ⑵ 評価委員会による評価を実施する年度 

   ２～５月   所管部による一次評価の準備作業 
          ・ 評価基準の作成 
          ・ 評価に必要な資料の収集 
          ・ モニタリングによる実地確認 
          ・ 評価検討会開催準備等 
   ６～７月   評価検討会による一次評価の実施 
   ９～10月   評価委員会による二次評価の実施 
   11～12月   所管部による１１月定例議会報告又は資料提出 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

評価委員会による

評価を実施しない

年度 

           

評価委員会による

評価を実施する年

度 

           

 

２ 指定管理者のセルフモニタリング 

  セルフモニタリングを実施する場合は、一次評価の際に使用する評価項目で実施し、評価

方法も４段階評価とすること。 
 

３ 評価結果の活用 

 ⑴ ＰＤＣＡサイクル 

   Check（評価）の結果をもとに、区と当該指定管理者で十分な話合いを行い、区民サー

ビスの向上に向けてのAction（改善）に役立てるものとする。 

一次評価準備 

一次評価実施 二次評価

 

議会報告 

議会報告 一次評価準備 

一次評価実施 
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 ⑵ 次期指定管理者の募集・選定 

   施設の管理運営についての課題を整理し、次期指定管理者募集の際の業務内容・業務要

求水準や選定の際の審査項目・配点等の検討に活用する。 

 ⑶ 優秀な指定管理者へのインセンティブ 

   指定管理者の取組意欲を高めるため、二次評価結果が優秀な指定管理者に対して、次期

指定管理者選定時に適当な優遇措置を講じるよう指定管理者選定委員会に具申すること

ができる（優遇措置を講じるかどうかやその措置内容については、指定管理者選定委員会

の所掌事項となる。）。 
 【優遇措置】 

二次評価の総合評価 優遇措置の内容 備 考 

Ａ 総配点の１０％を加点する。 
選定の際、第一次審

査及び第二次審査の

合計得点に加点措置

する。 

Ｂ 総配点の５％を加点する。 

Ｃ～Ｅ 加点なし。 

＊ 二次評価の翌年度の一次評価（総合評価）が二次評価（総合評価）を下回った場合は、原則とし

て、優遇措置を講じない。 
 

４ 指定管理者への事前告知 

  評価結果が当該指定管理者の経営に影響を及ぼしかねないため、評価の実施については、

指定管理者募集の際に、募集要項等で必ず告知するものとする。 
 
５ 情報公開基準 

  評価報告書に記載されている情報は、全て公開とする。 
  ４段階評価の際の各委員の採点表における委員名は、非公開とする。 
  評価に用いた資料の公開の可否については、文京区情報公開条例にのっとり、所管部で適

切に判断するものとする。 
 

６ 評価結果の公表 

  評価結果は、所管課が区民や利用者に広く公表するものとする。ただし、ホームページで

の公表は、総務部契約管財課が行うものとする。 
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《標準例》 

○○○○センター指定管理者評価検討会設置要領 
 

○○文○○第○○○号 令和○○年○月○○日部長決定 
 
 （設置） 
第１条 文京区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年６月文京区条例第２５

号）第１１条による事業報告書その他文京区立○○○○センター（以下「○○○○センター」という。）

の施設の管理の実績に係る評価を行うため、○○○○センター指定管理者評価検討会（以下「検討会」と

いう。）を設置する。 
 （所掌事項） 
第２条 検討会は、次の事項を検討する。 
 ⑴ 指定管理者が行う施設管理運営業務の実績の評価に関すること。 
 ⑵ 指定管理者が行う施設管理運営業務の改善点に関すること。 
 ⑶ その他検討会が必要があると認めた事項 
 （組織） 
第３条 検討会は、座長、副座長及び委員をもって組織する。 
２ 座長は、○○○○部長の職にある者とし、会務を総理し、検討会を代表する。 
３ 副座長は、○○○課長の職にある者とし、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 
４ 委員は、別表に掲げる者とする。 
 （運営） 
第４条 検討会は、座長が招集する。 
２ 座長は、必要があると認めたときは、○○○○センターの利用者、職員その他事案に関係ある者に検討

会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 
 （庶務） 
第５条 検討会の庶務は、○○○○部○○○課において処理する。 
 （委任） 
第６条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 
   付 則 
 この要領は、令和○○年○月○○日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 
 ○○○○部○○課長 
 ○○○○部○○課長 
 ○○○○センターの利用者代表 ○人

〈参考１〉 
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⑴ 分野評価 

評価 

分野 

評価 

得点 
評価項目 配点 評価 得点 

【
配
点
４
０
点
】 

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
有
効
性 

Ｂ 
３２点 

① 協定書、業務要求水準書等で区が求めた事業が

適切に実施されたか。 
② 区が求めた事業以外に、住民サービスの向上を

図るための自主事業が積極的に計画され、事業計

画書や企画提案書に沿って適切に実施している

か。 
③ 利用者懇談会や利用者アンケートにより、利用

者の意見を収集し、適当な意見については、それ

を反映させた取組が行われたか。 
④ 区民や利用者への広報方法を工夫し、効果的な

広報活動が行われたか。 
⑤ 利用者アンケート等の結果で、利用者から高い

評価を得られているか。 
⑥ 利用者からの苦情に対する対応と報告が適切に

行われたか。 
⑦ 利用者数、稼働率等の実績が、当該指定期間開

始前年度と比べて同程度か。 

４ 

 

８ 

 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

８ 

 

４ 

 

８ 

３ 

 

４ 

 

 

 

３ 

 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

３ 

３ 

 

８ 

 

 

 

３ 

 

 

２ 

 

６ 

 

４ 

 

６ 

【評価理由】 

① 
 
② 
 
③ 
 
④ 
 
⑤ 
 
⑥ 
 
⑦ 
※ 評価項目ごとに、評価結果を裏付ける客観的かつ具体的な理由を記載します。 

〈参考２〉 

≪評価例≫ 
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評価 

分野 

評価 

得点 評価項目 配点 評価 得点 

【
配
点
１
２
点
】 

経
費
の
効
率
性 

Ｃ 
８点 

⑧ 経費節減への具体的な取組を行い、その効果が

あったか。 
⑨ 指定管理料の範囲内で効果的・効率的な予算執

行が行われたか。 
⑩ 収入を増加するための具体的な取組を行い、そ

の効果があったか。 

４ 

 

４ 

 

４ 

３ 

 

３ 

 

２ 

３ 

 

３ 

 

２ 

【評価理由】 

⑧ 
 
⑨ 
 
⑩ 
 

【
配
点
３
６
点
】 

管
理
運
営
の
適
正
性 

C 

２３点 

⑪ 金銭の管理が適正に行われたか。 ４ ３ ３ 

⑫ サービスを低下させない適切な人員配置が行わ

れたか。 
４ ３ ３ 

⑬ 職員の知識・技術向上を図るための研修等が適

切に行われたか。 
４ ２ ２ 

⑭ 利用者が安全・快適に施設を利用できるよう適

切に施設の保守、修繕、清掃等が行われたか。 
４ ２ ２ 

⑮ 備品台帳により、備品の管理が適切に行われた

か。 
４ １ ０ 

⑯ 個人情報の保護に関する法律の規定を遵守し、

利用者の個人情報の適正な管理のために必要な措

置が講じられ、漏えい、滅失、毀損等の事故が起

きていないか。 

４ ３ ３ 

⑰ 文京区情報公開条例の趣旨にのっとり、情報の

公開を行うための必要な措置が講じられ、請求又

は区から情報提供の求めがあった場合は、適切で

速やかな対応が行われたか。 

４ ３ ３ 

⑱ 事故、災害等の緊急事態が発生した場合の危機

管理体制が適切であり、緊急事態が発生した場合

は、その対応が適切であったか。 

４ ３ ３ 

⑲ 省エネやごみの削減など環境に配慮した取組が

積極的に行われたか。 
４ ４ ４ 
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評価 

分野 

評価 

得点 
評価項目 配点 評価 得点 

【
配
点
３
６
点
】 

管
理
運
営
の
適
正
性 

【評価理由】 

⑪ 
 
⑫ 
 
⑬ 
 
⑭ 
 
⑮ 
 
⑯ 
 
⑰ 
 
⑱ 
 
⑲ 
 
 

【
配
点
１
２
点
】 

業
務
の
改
善
性 

Ｃ 
９点 

⑳ 前回の評価（一次評価及び二次評価）における

「改善すべき事項」を受けて、適切な改善が図ら

れたか。 

１２ ３ ９ 

《前年度総合評価における改善すべき事項》 

 

 

 

【評価理由】 

⑳ 
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⑵ 総合評価 

評価 Ｃ 得点 ７２/１００ 点 

【所見】 

 
 
※ 評価全般についての所見を記載します。 

（評価項目について特筆する事項があれば、記載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改善すべき事項】 

 

 

※ ４段階評価が２又は１となった評価項目については、必ず改善すべき事項にて指摘してく

ださい。 
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○○○○○○○○ 

 

指定管理者の管理運営に対する評価報告書 

 

【令和○○年度実績】 

 

 

 

 

 

令和○○年○月 

 

○○○部指定管理者評価検討会 

評価対象年度を全角

で記載します。 

施設名を記載します。 

協定書に記載の施設名と同一にしてください。 

評価検討会による評価報告書が完成

した年月を記載します。 

要領に規定された正式名

を記載します。 

〈参考３〉 
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所管課 ○○○部○○○○課 

評価対象期間 
平成○○年○月○○日～令和○○年○月○○日 
（指定期間○年中の○年目） 

 
１ 指定管理の概要 

施 設 名 称 ○○○○○○○○ 

施設の設置目的  
 

※ 施設設置条例の「目的」を引用します。 

 

指定管理者名称  ○○○○○○○○ 
指 定 期 間  平成○○年○月○○日～令和○○年○月○○日 
公募・非公募の別 ※ 「公募」又は「非公募」を記載します。 

管 理 業 務 内 容  

⑴ 
⑵ 
⑶ 
⑷ 

利用料金制の有無 ※ 「有」又は「無」を記載します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定期間の何年目の評価な

のかを記載します。 
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２ 収支状況 

⑴ 指定管理料及び利用料金（指定管理料を充てる事業の収入を含む。） 

収 

入 

科目  年度  年度  年度  年度  年度 

指定管理料      

利用料金  
 

   

事業収入等      

合計（Ａ）      

支 

出 

科
目 内訳 年度 年度 年度 年度 年度 

人

件

費 

常勤職員給与（〇人分）      

非常勤職員給与（〇人分）      

アルバイト・パート賃金（〇人分）      

派遣職員費支出      

退職給付（〇人分）      

法定福利費（法人負担分） 

 

 

     

…
      

管

理

費 

消耗品費      

備品購入費      

光熱水費      

修繕費      

再委託費      

…
 

     

事

業

費 

報償費      

広告宣伝費      

…
 

     

本

社

経

費 

人件費 

１ 本社 総務・経理等人件費      

２ 本社 支援要員人件費      

３ 本社 福利厚生費      

販売費・一般管理費 

４ 本社 通信関係費      

５ 本社 広告宣伝費      

６ 本社 研修費      

７ 本社 情報処理費      

８ 本社 旅費交通費      

９ 本社 物品関係費      

10 本社 租税公課・保険料      

指定期間中の経過が分かるように毎年

度の収支状況を記載します。 

収入、支出の科目・内訳をできる限り詳細

に記載します。ここに記載したものは、例

示にすぎませんので、各収支の内訳を適宜

追加し、作成してください。 

ただし、本社経費については、本表に示す

とおりに分類し、記載してください。 
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合計（Ｂ）      

収支（A）－（B）      

【特記事項】 

 

⑵ 自主事業（指定管理者の費用と責任で実施する事業） 

収 

入 

科目 年度 年度 年度 年度 年度 

受講料           

自動販売機収入           

合計（Ａ）           

支 

出 

科目 内訳 年度 年度 年度 年度 年度 

事業費 

報償費           

広告宣伝費           

…
           

…
 

合計（Ｂ）           

収支（Ａ）－（Ｂ）           

【特記事項】 

※ 評価対象年度の収支状況に対する特記事項を記載します。前年度に比べ金額が大きく変わった科目につ

いては、その理由を記載します。 

 

３ 評価検討会委員 

 役 職 委員名 

1 座 長 ○○○部長 ○○ ○○ 
2 副座長 ○○○○部○○○○課長 ○○ ○○ 
3 委 員 ○○○○部○○○○課長 ○○ ○○ 
4 委 員 ○○○○部○○○○課長 ○○ ○○ 
5 委 員 ○○○○部○○○○係長 ○○ ○○ 
6 委 員 ○○○○部○○○○主査 ○○ ○○ 
7 委 員 ○○ ○○（施設利用者） 
8 委 員 ○○ ○○（施設利用者） 

 

指定期間中の経過が分かるように毎年

度の収支状況を記載します。 

収入、支出の科目・内訳をできる限り詳細

に記載します。ここに記載したものは、例

示にすぎませんので、各収支の内訳を適宜

追加し、作成してください。 
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４ 評価の対象とした資料 

 評価の対象とした資料名 評価項目番号 

1 事業報告書 ①②⑥⑦⑧… 
2 ○○○○○○○○ ○○ 
3 ○○○○○○○○ ○○ 
4 ○○○○○○○○ ○○ 
5 ○○○○○○○○ ○○ 
6 ○○○○○○○○ ○○ 
7 ○○○○○○○○ ○○ 
8 ○○○○○○○○ ○○ 
9 ○○○○○○○○ ○○ 
10 ○○○○○○○○ ○○ 
11 ○○○○○○○○ ○○ 

評価の対象とした資料とその資料をどの評価項目

に用いたかが分かるようにします。 
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５ 評価結果 
⑴ 分野評価 

評価 

分野 

評価 

得点 
評価項目 配点 評価 得点 

【
配
点
４
０
点
】 

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
有
効
性 

○ 
○○点 

① 協定書、業務要求水準書等で区が求めた事業が適

切に実施されたか。 
② 区が求めた事業以外に、住民サービスの向上を図

るための自主事業が積極的に計画され、事業計画書

や企画提案書に沿って適切に実施しているか。 
③ 利用者懇談会や利用者アンケートにより、利用者

の意見を収集し、適当な意見については、それを反

映させた取組が行われたか。 
④ 区民や利用者への広報方法を工夫し、効果的な広

報活動が行われたか。 
⑤ 利用者アンケート等の結果で、利用者から高い評

価を得られているか。 
⑥ 利用者からの苦情に対する対応と報告が適切に

行われたか。 
⑦ 利用者数、稼働率等の実績が、当該指定期間開始

前年度と比べて同程度か。 

４ 

 

８ 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

８ 

 

４ 

 

８ 

○ 
 
○ 
 
 
○ 
 
 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
○ 

○ 
 
○ 
 
 
○ 
 
 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
○ 

【評価理由】 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 

【
配
点
１
２
点
】 

経
費
の
効
率
性 

○ 
○○点 

⑧ 経費節減への具体的な取組を行い、その効果があ

ったか。 
⑨ 指定管理料の範囲内で効果的・効率的な予算執行

が行われたか。 
⑩ 収入を増加するための具体的な取組を行い、その

効果があったか。 

４ 

 

４ 

 

４ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

【評価理由】 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

評価項目⑦を評価対象外とした場合、評価項目は削除せ

ずに、配点、評価及び得点の欄は「－」とします。 

評価項目⑩を評価対象外とした場合、その評価項目は削

除せずに、配点、評価及び得点の欄は「－」とします。 

※ 評価項目ごとに、評価結果を裏付ける客観的かつ具体的な理

由を記載します。 
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評価 

分野 

評価 

得点 評価項目 配点 評価 得点 

【
配
点
３
６
点
】 

管
理
運
営
の
適
正
性 

○ 

○○点 

⑪ 金銭の管理が適正に行われたか。 ４ ○ ○ 

⑫ サービスを低下させない適切な人員配置が行わ

れたか。 
４ ○ ○ 

⑬ 職員の知識・技術向上を図るための研修等が適切

に行われたか。 
４ ○ ○ 

⑭ 利用者が安全・快適に施設を利用できるよう適切

に施設の保守、修繕、清掃等が行われたか。 
４ ○ ○ 

⑮ 備品台帳により、備品の管理が適切に行われた

か。 
４ ○ ○ 

⑯ 個人情報の保護に関する法律の規定を遵守し、利

用者の個人情報の適正な管理のために必要な措置

が講じられ、漏えい、滅失、毀損等の事故が起きて

いないか。 

４ ○ ○ 

⑰ 文京区情報公開条例の趣旨にのっとり、情報の公

開を行うための必要な措置が講じられ、請求又は区

から情報提供の求めがあった場合は、適切で速やか

な対応が行われたか。 

４ ○ ○ 

⑱ 事故、災害等の緊急事態が発生した場合の危機管

理体制が適切であり、緊急事態が発生した場合は、

その対応が適切であったか。 

４ ○ ○ 

⑲ 省エネやごみの削減など環境に配慮した取組が

積極的に行われたか。 
４ ○ ○ 

【評価理由】 

⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 
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評価 

分野 

評価 

得点 評価項目 配点 評価 得点 

【
配
点
１
２
点
】 

業
務
の
改
善
性 

○ 
○○点 

⑳ 前回の評価（一次評価及び二次評価）における「改

善すべき事項」を受けて、適切な改善が図られたか。 
１２ ○ ○ 

《前年度総合評価における改善すべき事項》 

 

 

 

【評価理由】 

⑳ 
 
 
 

 

評価項目⑳が評価対象外となった場合、評価項目は削除せ

ずに、配点、評価及び得点の欄は「－」とします。 
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⑵ 総合評価 

評価 ○ 得点 ○○/○○○点 

【所見】 

 
 
※ 評価全般についての所見を記載します。 

 

（評価項目で特筆する事項があれば、記載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改善すべき事項】 

 

 

※ ４段階評価が２又は１となった評価項目については、必ず改善すべき事項にて指摘してく

ださい。 

 

 

 

評価対象外とした評価項目がある場合は、その項目

の配点を差し引いた点数が満点となります。 
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⑴ 分野評価 

  評価項目ごとに４段階評価を行い、その結果に応じた乗率を各評価項目の配点に乗じて採

点し、各評価分野の合計得点を５段階評価します。 
 ア ４段階評価・乗率 

評価 評価内容及び基準 乗率 

４：優  良 協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を超える成果がある。 100％ 
３：適  当 協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を満たしている。 75％ 

２：課題あり 
協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を満たしているが、一部に

課題がある。 
50％ 

１：要 改 善 協定書、業務要求水準書等の水準を満たしておらず、改善が必要である。 0％ 

 イ ５段階評価 

評 価 評価内容及び基準 

Ａ 
当該分野について、特に優れている。 
（分野の合計得点が、配点の９０％以上） 

Ｂ 
当該分野について、優れている。 
（分野の合計得点が、配点の８０％以上９０％未満） 

Ｃ 
当該分野について、おおむね適正である。 
（分野の合計得点が、配点の６０％以上８０％未満） 

Ｄ 
当該分野について、改善が必要である。 
（分野の合計得点が、配点の４０％以上６０％未満） 

Ｅ 
当該分野について、相当な改善が必要である。 
（分野の合計得点が、配点の４０％未満） 

⑵ 総合評価 

  各評価分野の得点を合計し、その合計得点を５段階評価します。 

評 価 評価内容及び基準 

Ａ 総合評価の結果、特に優れている。 
（合計得点が、配点の９０％以上） 

Ｂ 総合評価の結果、優れている。 
（合計得点が、配点の８０％以上９０％未満） 

Ｃ 総合評価の結果、おおむね適正である。 
（合計得点が、配点の６０％以上８０％未満） 

Ｄ 総合評価の結果、改善が必要である。 
（合計得点が、配点の４０％以上６０％未満） 

Ｅ 総合評価の結果、相当な改善が必要である。 
（合計得点が、配点の４０％未満） 

《評価結果の見方》 
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■　指定管理者労働条件セルフチェックシート

【労働基準法関係】

１　労働条件の明示【第１５条関係】

1
労働時間、賃金、退職、解雇等、法令で定められた事項を記
載した書面を交付していますか

Yes □ No □

2 雇入れに関する書類は、適切に保管されていますか（３年） Yes □ No □

２　賃金台帳【第１０８条関係】

1
法令で定められた事項を記載した賃金台帳を適切に調製して
いますか

Yes □ No □

2 賃金台帳は、適切に保管されていますか（３年） Yes □ No □

３　労働者名簿【第１０７条関係】

1
全ての従業員の基本情報を記載した労働者名簿を適切に調
製していますか

Yes □ No □

2 労働者名簿は、適切に保管されていますか（３年） Yes □ No □

４　労働時間【第３２条～第４１条、第１０９条関係】

1 従業員の労働時間を適切に把握・管理し、記録していますか Yes □ No □

2 記録は、適切に保管されていますか（３年） Yes □ No □

５　年次有給休暇【第３９条関係】

1 取得・管理方法が整備されていますか Yes □ No □

2 パートタイマーにも適正に付与されていますか Yes □ No □

3
年次有給休暇を取った者が、賞与の査定等において、不利益
を受けることはないですか

Yes □ No □

4 年次有給休暇の計画付与を行っている場合において

① 計画付与の協定は、締結されていますか Yes □ No □

② 協定内容は、運用上不備がないように決定されていますか Yes □ No □

5 時季変更権を行使したことがありますか Yes □ No □

６　時間外労働・休日労働【第３６条関係】

1
「時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由」の
記載は、適正ですか

Yes □ No □

2 １日の延長時間を超えて残業させることはないですか Yes □ No □

3 １か月の延長時間は、限度時間内ですか Yes □ No □

4 １年の延長時間は、限度時間内ですか Yes □ No □

5 １か月・１年の起算日は、明記されていますか Yes □ No □

6 協定の有効期間は、１年以内になっていますか Yes □ No □

7
特別条項付きの協定を締結している場合において、記載内容
は適正ですか

Yes □ No □

8 届出は、協定の有効期間開始前になされていますか Yes □ No □

9 協定届は、事業場で締結し、備え付けられていますか Yes □ No □

10 協定内容の周知は、徹底されていますか Yes □ No □  

〈参考４〉 
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７　割増賃金【第３７条関係】

1 割増賃金の計算方法は適正ですか Yes □ No □

８　労働者代表【規則第６条の２関係】

1
労使協定を締結する場合、労働者代表を適正に選任していま
すか

Yes □ No □

９　就業規則【第８９条、第９０条、第１０６条関係】

1 就業規則は、適切に作成されていますか Yes □ No □

2 就業規則は、適切に届出されていますか Yes □ No □

3 就業規則は、従業員に周知されていますか Yes □ No □

【労働安全衛生法関係】

10ａ　衛生管理者【第１２条関係】 ※　常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合

1
衛生管理者が適切に選任され、労働基準監督署に報告され
ていますか

Yes □ No □

2 衛生管理者の役割は、明確になっていますか Yes □ No □

3
衛生管理者は、週に１度以上事業場内の点検を行っています
か

Yes □ No □

10ｂ　衛生推進者【第１２条の２関係】 ※　常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の場合

1 衛生推進者を選任していますか Yes □ No □

2
衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等、
労働者に周知していますか

Yes □ No □

11　産業医【第１３条関係】 ※　常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合

1 産業医を選任し、労働基準監督署に報告していますか Yes □ No □

2
毎月１回以上、産業医による事業場内の巡視が行われてい
ますか

Yes □ No □

3
産業医による社員の健康管理及び作業環境に関する指導・
助言等が適切に行われていますか

Yes □ No □

12　衛生委員会【第１８条関係】 ※　常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合

1 衛生委員会を設置していますか Yes □ No □

2 衛生委員会は、毎月１回開催されていますか Yes □ No □

3 衛生委員会の構成メンバーは、適正ですか Yes □ No □

4 衛生委員会での議事内容は、記録され、保管されていますか Yes □ No □

13　健康診断【第６６条、規則第４３条～４５条、第５０条～第５２条外関係】

1 雇入時の健康診断は、適切に行われていますか Yes □ No □

2 定期健康診断は、適切に行われていますか Yes □ No □

3 健康診断受診対象者は、適正ですか Yes □ No □

4 深夜業従事者には１年に２回健康診断が行われていますか Yes □ No □ ※　深夜業従事者がいる場合のみ

5 健康診断内容は、全て網羅されていますか Yes □ No □

6 再検査等の受診指導が行われていますか Yes □ No □

7 所見のある者に対して産業医の意見を聞いていますか Yes □ No □ ※　産業医がいる場合のみ

8
個人票は、個人のプライバシー保護を考慮して保管されてい
ますか

Yes □ No □

9 個人票は、適切に保管されていますか（５年間） Yes □ No □

10 健康診断結果報告は、適正に行われていますか Yes □ No □  
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14　安全衛生教育【第５９条関係】

1 入社時に安全衛生教育が行われていますか Yes □ No □

2 配置転換時に安全衛生教育が行われていますか Yes □ No □

【健康保険・厚生年金保険法関係】

15　社会保険関係（健康保険・厚生年金保険）【健保法第９条、厚保法第９条外関係】

1 社内の社会保険加入要件は、適正ですか Yes □ No □

2 加入要件どおりに、該当者を全員加入させていますか Yes □ No □

3
年金受給者である非常勤役員等を適正に加入させています
か

Yes □ No □

4
標準報酬決定・改定時は、適正に保険料を算出し、決定して
いますか

Yes □ No □

5
臨時の特別手当やインセンティブ等も保険料を徴収し、その
都度賞与支払届が提出されていますか

Yes □ No □

6
被保険者に関する書類は、適切に保存されていますか（２年
間）

Yes □ No □

【労働者災害補償保険・雇用保険法関係】

16　労働保険関係（労災保険・雇用保険）【労働保険徴収法第３条、第４条、第１０条～第１２条外関係】

1 労働保険関係を適切に成立させていますか Yes □ No □

2 適用業種は、適正ですか Yes □ No □

3
加入要件どおりに加入させていますか
（短時間被保険者も加入させていますか）

Yes □ No □

4 保険料の算定基礎額は、適正ですか（漏れはありませんか） Yes □ No □

5 出向者の取扱いは、適正にされていますか Yes □ No □

6 兼務役員の取扱いは、適正にされていますか Yes □ No □
 



35 35 

 

指定管理者評価委員会設置要綱 

 

平成 21年 10月 27日 21文企企第 174号区長決定 

 改正 平成 23年 3月 28日 22文企企第 358号部長決定 

 改正 平成 24年 6月 4日 24文企企第 68号部長決定 

 改正 平成 25年 4月 1日 25文企企第 4号区長決定 

改正 平成 28年 4月 1日 28文総契第 112号部長決定 

 

（設置） 

第１条 文京区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年６月文京区条例第２５

号）第１１条の事業報告書その他施設の管理の実績に係る評価を行うため、指定管理者評価委員会（以下

「評価委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 評価委員会は、次の事項を所掌する。 

 ⑴ 所管部が設置した指定管理者評価検討会における指定管理者の評価結果の確認に関すること。 

 ⑵ 指定管理者が行う施設管理運営業務の改善点に関すること。 

 ⑶ その他評価委員会が必要があると認めた事項 

（組織） 

第３条 評価委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 ⑴ 総務部長 

 ⑵ 企画政策部企画課長 

 ⑶ 企画政策部財政課長 

 ⑷ 総務部総務課長 

 ⑸ 総務部契約管財課長 

 ⑹ 学識経験者 ２人以内 

 ⑺ 指定管理者制度の専門的知識を有する者 １人 

（委員長及び副委員長） 

第４条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、前条第６号に規定する学識経験者のうちから、委員の互選により選出する。 

３ 副委員長は、委員長が指名する。 

４ 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （運営） 

第５条 評価委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、事案に関係ある者に評価委員会への出席を求め、意見を聴き、

又は説明を求めることができる。 

〈参考５〉 
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３ 評価委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 評価委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２１年１０月２８日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

 


